
国保制度改革の背景1.

　市町村国保には被保険者の「年齢構成が高く医療
費水準が高い」「所得水準が低く保険料（税）の負担が
重い」「財政が不安定な小規模保険者が多い」という
特徴があります。
　国民健康保険制度は、国民皆保険の最後の砦であ
り、持続可能な社会保障制度の確立を図り、国保財政
の安定化を図るため制度改正が行われました。

A.国保の加入、脱退や住所変更などの届け出
は、これまでどおりお住まいの市町村の窓口
で行ってください。被保険者証も市町村から
交付されます。

A.これまでどおり、お住まいの市町村が保険
料（税）を決定します。また、納付は市町村が
決めた納期、納付方法（口座振替等）により
納付してください。

A.特定健康診査や特定保健指導などの保健
事業は、これまでどおり、お住まいの市町村
が行います。
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　この10年間で国民医療費は1.3倍となり、団塊の世
代が全員75歳以上になる2025年には、国民医療費の
総額は61.8兆円（10年で約1.5倍）と推計されています。

～市町村と県で国民健康保険制度を運営～

1995年 2005年 2015年

▼市町村名 ▼担当課 ▼電話番号
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0765 （83） 1100

▼市町村名 ▼担当課 ▼電話番号

2025年

27.0兆円
33.1兆円

42.3兆円

61.8兆円
（推計）

●保険料（税）の納付

●保険料（税）の賦課
●保険給付
●保健事業等の実施

●国保事業費
　納付金の納付

●保険給付に必要な
　費用の交付

約1.5倍
1.3倍

平成30年度からの

お問合せ　国民健康保険担当課

●保険給付に必要な費用を市町村へ全額交付
●市町村ごとの国保事業費納付金を決定
●標準的な住民負担の見える化を推進するた
め、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表
●国保運営方針を定め、市町村の事務の標準
化、効率化、広域化を推進

●国保加入者の資格管理（被保険者証等の
発行）の実施
●診療費などの保険給付の実施
●標準保険料率を参考に保険料（税）を決定
●保険料（税）の賦課・徴収の実施
●特定健診などの保健事業の実施
●国保事業費納付金を県に納付

の役割の役割 県市町村
◆医療機関での窓口での支払いは「限度額適用認定証」（「限度額適用・標準負担額減額認定証」）を提示することで、
自己負担限度額までとなります。あらかじめ、市町村の窓口に認定証の申請が必要です。

富山県

被保険者
（国保加入者）

市町村

市町村と県の役割分担2.

国民健康保険制度国民健康保険制度

医療費の増大Point❶ 制度の安定Point❷

手続きは
どうなるの？

保険料（税）は
どうなるの？

 健康診査などの
保健事業はどうなるの？

 保険給付は
手続きなど変更あるの？
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ま と め

Q

Q

Q

Q

▼国民医療費 10年ごとの推移A.療養費や高額療養費などの支給手続きは、
これまでどおり、お住まいの市町村の窓口で
行ってください。

◆ 高額療養費の多数回該当の通算方法が変
更になりました。県内の他市町村に転居した
場合でも、世帯の継続性が認められた場合
には、高額療養費の多数回該当が通算され
ます。（詳しくはP2　 参照）2

年に1度の健康チェック！
「 健 康 診 査 」
を必ず受けましょう！

平成30年8月からは70歳以上で、現役並み所得者（現役並みⅠ、Ⅱ）の方の場合も、「限度額適用認定証」の
申請が必要となります。



記 号 番 号

保 険 者 番 号 保 険 者 名

氏 名

世 帯 主 氏 名
住 所

生 年 月 日

有 効 期 限
交付年月日

性 別

国民健康保険被保険者証

資格取得（該当）年月日

印

記 号 番 号

保 険 者 番 号 交 付 者 名

氏 名

世 帯 主 氏 名
住 所

生 年 月 日
適 用 開 始 年 月 日

有 効 期 限
交付年月日

性 別

富山県国民健康保険被保険者証

印

　富山県は全国と比べて一人当たり医療費は高くなっています。平成２８年度は平成２４年度と比較すると、35,395円
増加しており、今後も伸びていくことが予想されています。
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435,854円
山口県

1位

434,728円
島根県

2位

425,710円
佐賀県

3位

377,179円
富山県
19位

富山県

お家で

外食で

315,856
324,543

350,125
333,461

359,684
349,697

全国 富山

375,969

352,839

377,179

平成30年4月以降の
最初の切替・更新の際に
 新しい保険証が交付されます。

○国保には、医療費の自己負担額が高額になったと
き、所得や年齢に応じて月単位で負担限度額を設
け、限度額を超えた分を支給する高額療養費制度
があります。

○高額療養費の多数回該当は、過去12ヶ月以内に
高額療養費の支給対象となった月数が４回以上あ
る場合、４回目から自己負担限度額が引き下げら
れる制度です。

○これまでは、他の市町村へ転居した場合、改めて
1回目からカウントされていました。平成30年4月
以降は、県内の転居で世帯の継続性が保たれて
いれば、平成30年4月以降の療養において発生
した前住所地での高額療養費の多数回該当の
カウントが引き継がれます。

都道府県名が
入ります

市町村による資格管理の
開始日が入ります

交付者はこれまでどおり
市町村です

県内
Ａ市

県内
Ｂ市

これまでこれまで

平成３０年４月以降平成３０年４月以降

改正前改正前

改正後改正後

野菜摂取の増加 身体活動の増加減 塩

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

▼一人当たりの医療費（市町村別）

▼富山県の全国順位（一人当たり医療費）

トマト半分 ナス1本 玉ねぎ1/4コ大根約2㎝

●医療費（医療に要する費用の合計）＝
　　　　 保険者負担分＋一部負担金＋公費負担分
●一人当たり医療費＝医療費／国民健康保険加入者数

「のばそう健康寿命」 健康づくりに取り組みましょう！

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

県内
Ａ市

県内
Ｂ市

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

転
居

転
居

１回目 ２回目 ３回目

１回目 ２回目 ３回目 ４回目

１回目

５回目 ６回目 ７回目

２回目 ３回目

４回目

あと
+2,000歩

あと
-3g

あと
＋1皿

ここが変わります これからの健康のために

医療費の適正化1.被保険者証の様式1.

高額療養費の多数回該当に係る該当回数2.
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県内なら、引っ越してもカウントが継続

みそ汁、煮物には野菜を
たっぷりにし、野菜のうま味
でおいしさUP!
野菜の料理を１品追加。　

【１皿の目安】

プラス1皿のコツ！ 減  塩 のコツ！ からだを動かすコツ！

男女とも350g

男性294.5g、女性268.1g
（全国：男性283.7g、女性270.5g）

1日に食べる野菜の量

めざせ

●麺類の汁の飲みすぎ注意！

●卓上の調味料は使わない。
●市販食品は栄養成分表示（食塩量）を
　確認する。 （1食あたり3g未満が目安）

●お昼休みには、会社の周りを1周歩く。
●会社やお店のトイレは階段を利用して
　違う階へ。
●近くの目的地までは、歩きや自転車で。
●買い物では、会計の前に店内をもう
　1周。
●休日には、家族みんなで洗濯、掃除！

出典： 
（県）平成28年県民健康・栄養調査
（国）平成28年国民健康・栄養調査

341,784

富山県

男性8.0g
女性7.0g

男性11.0g、女性9.1g
（全国：男性10.8g、女性9.2g）

1日にとる食塩の量

めざせ

富山県

男性9,000歩
女性8,500歩

男性7,185歩、女性6,056歩
（全国：男性7,769歩、女性6,770歩）

1日あたりの歩数 ※20～64歳

めざせ

（例）しょうゆラーメン
　　→汁を 全て残すと 約2g
　 半分残すと 約5g
　　 全て飲むと 約8g 
　　　摂取することになります。

　被保険者証の発行は、これまでどおり市町村が行
いますが、県も国保の保険者になることから、資格の
管理が県単位化され、保険証に【富山県】と表記され
ます。（その他記載内容等に一部変更があります。）

　健康寿命を延ばし、いつまでも元気で自分らしく過ごすためには、
『毎日の生活習慣の積み重ね』が大切です。

◆健康寿命の延伸は、生活の質（Quality of Life：QOL）の向上や適正な医療の提供につながります。
◆各市町村では、「医療費の適正化に向けた取組み」（特定健診・特定保健指導の受診勧奨、後発医薬品（ジェネリック）
の使用促進、重複・頻回受診者への訪問指導、その他病気予防など健康づくり事業の推進）に努めています。


